
　○ 労働訴訟における対応のため緊急に措置が必要となったものについて計上

　○ 公立大学法人島根県立大学予算規程第10条第２項により、編成後の経営委員会において

  追認を得るもの

２．予算の概要

　(1) 事業費総額

　　補正予算額は３百万円で、補正後予算額は3,845百万円となっています （単位：千円）

現計予算額 補正額 補正後予算額

予算規模 3,842,005 3,084 3,845,089 3,832,832

　(2) 収入予算

現計予算額 補正額 補正後予算額

運営費交付金収入 2,051,053 2,051,053

授業料収入 1,106,212 1,106,212

自己収入 243,729 243,729

県補助金 308,970 308,970

外部補助金等収入 28,778 28,778

寄付金 33,554 33,554

積立金取崩収入 69,709 3,084 72,793

計 3,842,005 3,084 3,845,089

　(3) 支出予算

現計予算額 補正額 補正後予算額

教育経費 382,643 382,643

研究経費 149,343 149,343

教育研究支援経費 152,396 152,396

人件費 2,507,999 2,507,999

一般管理費 533,194 3,084 536,278

その他（補助・受託・寄附） 116,430 116,430

計 3,842,005 3,084 3,845,089

３．予算の内容

　○ 労働訴訟における調停に代わる決定に基づき必要となる経費

 ・解決金 3,084 千円

令和３年度島根県立大学補正予算（第１号）概要

１．予算編成の考え方

区分
令和３年度

増減率
≪参考≫
令和２年度

（1号補正後）

4.42%

0.08%

（単位：千円）

区分
令和３年度

増減率

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.08%

0.08%

（単位：千円）

区分
令和３年度

増減率

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.58%

0.00%


